
徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
八
の
項
及
び
九
の
項
中
「
藍
住
町
」
を
「
藍
住
町

上
板
町
」
に
改
め
、
同
表
中
八
十
二
の
項
を
八
十
三
の
項
と
し
、
七
十
九
の
項
か
ら
八
十
一
の
項
ま
で
を
一

項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
七
十
八
の
項
中
「
八
十
の
項
」
を
「
八
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
七
十
九
の
項
と
し
、
同
表
中
七
十
七
の
項
を
七
十
八
の
項
と
し
、
六
十
九
の
項
か

ら
七
十
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
六
十
八
の
項
3
中
「
同
条
第
六
項
」
を
「
法
第
十
条
第
二
項
（
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
七
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
6
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

7

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
緑
化
支
援
機
構
へ
の
要
請
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
定
の
締
結
並
び
に
同
条
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
費
用

の
負
担

第
二
条
第
二
項
の
表
中
六
十
八
の
項
を
六
十
九
の
項
と
し
、
同
表
六
十
七
の
項
2
中
「
の
施
行
」
を
「
の
施
行
等
」
に
改
め
、
同
項
8
中
「
事
業
計
画
」
を
「
事
業
計
画
等
」
に
改
め
、

同
項
9
、
23
及
び
29
中
「
の
認
可
」
を
「
等
の
認
可
」
に
改
め
、
同
項
39
中
「
同
条
第
八
項
」
を
「
政
令
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
十
三
条
第
八
項
」
に
、「
同
条

第
九
項
」
を
「
政
令
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
十
三
条
第
九
項
」
に
、「
同
条
第
十
項
」
を
「
政
令
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
十
三
条
第
十
項
」

に
、「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
政
令
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
十
三
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
42
中
「
同
条
第
二
項
」
を
「
政
令
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
政
令
第
十
六
条
第
二
項
」
に
、「
同
条
第
三
項
」
を
「
政
令
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
45
中
「
掲
示
」
の
下
に
「
及
び

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
六
十
八
の
項
と
し
、
同
表
中
六
十
六
の
項
を
六
十
七
の
項
と
し
、
六
十
五
の
項
を
六
十
六
の
項
と
し
、
六
十
四
の
項
を
六
十
五
の
項

と
し
、
同
表
六
十
三
の
項
中
「
六
十
六
の
項
」
を
「
六
十
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
十
四
の
項
と
し
、
同
表
中
六
十
二
の
項
を
六
十
三
の
項
と
し
、
六
十
一
の
項
を
六
十
二
の

項
と
し
、
六
十
の
項
を
六
十
一
の
項
と
し
、
同
表
五
十
九
の
項
中
「
六
十
六
の
項
」
を
「
六
十
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
十
の
項
と
し
、
同
表
中
五
十
八
の
項
を
五
十
九
の
項

再
校

　

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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と
し
、
五
十
七
の
項
を
削
り
、
五
十
六
の
項
を
五
十
八
の
項
と
し
、
五
十
二
の
項
か
ら
五
十
五
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
五
十
一
の
項
2
中
「
土
地
」
を
「
工
作
物
」
に
、

「
同
条
第
三
項
」
を
「
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
第
三
項
」
に
、「
同
条
第
五
項
」
を
「
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
第
五
項
」
に
、「
の
通

知
及
び
」
を
「
の
通
知
並
び
に
」
に
改
め
、「
掲
示
」
の
下
に
「
及
び
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
」
を
加
え
、
同
項
3
及
び
7
中
「
土
地
」
を
「
工
作
物
」
に
改

め
、
同
項
を
同
表
五
十
三
の
項
と
し
、
同
表
五
十
の
項
1
中
「
の
通
知
及
び
」
を
「
の
通
知
並
び
に
」
に
改
め
、「
掲
示
」
の
下
に
「
及
び
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆

送
信
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
五
十
二
の
項
と
し
、
同
表
中
四
十
九
の
項
を
五
十
一
の
項
と
し
、
四
十
五
の
項
か
ら
四
十
八
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
四
十
四
の
項
の
次
に
次

の
二
項
を
加
え
る
。

四
十
五

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
（
同
条
第
五
項
第
六
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
土
地
に
係
る
も
の
及
び
二
以
上
の
市
町

村
の
区
域
に
わ
た
る
農
地
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
並
び
に
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
公
告
（
当
該
認
可
に
係

る
も
の
に
限
る
。）

徳
島
市

鳴
門
市

吉
野
川
市

阿
波
市

美

馬
市

三
好
市

勝
浦
町

上
勝
町

佐
那
河

内
村

石
井
町

神
山
町

那
賀
町

牟
岐
町

美
波
町

海
陽
町

松
茂
町

北
島
町

藍

住
町

板
野
町

上
板
町

つ
る
ぎ
町

東
み

よ
し
町

四
十
六

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。）、
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。）
及
び

法
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

1

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
鳥
獣
の
管
理
を
目
的
と
す
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
許
可
（
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
、
農

林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
を
図
る
た
め
に
行
う
鳥
獣
の
管
理
を
目
的
と
す
る
ア
ナ
グ
マ
の
捕
獲
等
の
許

可
に
限
る
。）（
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
わ
た
り
捕
獲
等
を
す
る
場
合
及
び
飛
行
場
の
区
域
内
に
お
い
て
航
空
機
の
安

全
な
航
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

2

法
第
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
従
事
者
証
の
交
付
、
同
条
第
九
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
証
又
は
従
事
者
証
の
再
交
付
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
又
は
従
事
者
証
の
返
納
の
受
理

及
び
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
捕
獲
等
の
結
果
の
報
告
の
受
理
（
1
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

3

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
（
1
に
掲
げ
る
事
務
に

係
る
も
の
に
限
る
。）

徳
島
市

鳴
門
市

阿
南
市

吉
野
川
市

阿

波
市

三
好
市

勝
浦
町

上
勝
町

佐
那
河

内
村

石
井
町

神
山
町

那
賀
町

牟
岐
町

美
波
町

海
陽
町

板
野
町

上
板
町

つ

る
ぎ
町

東
み
よ
し
町

再
校



4

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
（
1
に
掲
げ
る
事
務

に
係
る
も
の
に
限
る
。）

5

省
令
第
七
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
の
住
所
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
同
条
第
十
二

項
の
規
定
に
よ
る
従
事
者
証
に
記
載
さ
れ
た
者
の
住
所
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

証
の
亡
失
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
従
事
者
証
の
亡
失
の
届
出
の
受
理
（
1
に
掲
げ
る
事
務
に

係
る
も
の
に
限
る
。）

第
二
条

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
四
十
二
の
項
2
中
「
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加
、
法
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
」
を
削
り
、「
意
見
の
受
理
」
の
下
に
「
、
法
第

五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加
」
を
加
え
、
同
項
5
中
「
処
分
及
び
」
を
「
処
分
、」
に
改
め
、「
交
付
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
公
表
」
を
加
え
、
同
表
四
十
三
の
項
2
中
「
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加
、
法
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
」
を
削
り
、「
意
見
の
受
理
」
の

下
に
「
、
法
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加
」
を
加
え
、
同
項
5
中
「
処
分
及
び
」
を
「
処
分
、」
に
改
め
、「
交
付
」
の
下
に
「
及

び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
」
を
加
え
、
同
表
四
十
四
の
項
3
中
「
第
十
五
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
中
八
十
三
の
項
を
八
十
五
の
項
と
し
、

八
十
の
項
か
ら
八
十
二
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
七
十
九
の
項
中
「
八
十
一
の
項
」
を
「
八
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
八
十
一
の
項
と
し
、
同
表
中
七
十
八
の

項
を
八
十
の
項
と
し
、
六
十
五
の
項
か
ら
七
十
七
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
六
十
四
の
項
中
「
六
十
七
の
項
」
を
「
六
十
九
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
十
六
の
項

と
し
、
同
表
中
六
十
三
の
項
を
六
十
五
の
項
と
し
、
六
十
二
の
項
を
六
十
四
の
項
と
し
、
六
十
一
の
項
を
六
十
三
の
項
と
し
、
同
表
六
十
の
項
中
「
六
十
七
の
項
」
を
「
六
十
九
の
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
十
二
の
項
と
し
、
同
表
中
五
十
九
の
項
を
六
十
一
の
項
と
し
、
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
八
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
四
十
四
の
項
の
次
に
次
の
二
項

を
加
え
る
。

四
十
五

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
わ
た
る
農
地
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

1

法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
（
法
第
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
農
林
水

産
大
臣
と
の
協
議
及
び
同
意
並
び
に
農
業
委
員
会
の
意
見
の
聴
取
（
四
十
二
の
項
1
及
び
2
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の

に
限
る
。）
並
び
に
法
第
十
六
条
の
二
第
九
項
（
法
第
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定

に
よ
る
通
知
の
受
理
（
当
該
同
意
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

2

法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
理
（
1
の
同
意
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

徳
島
市

鳴
門
市

吉
野
川
市

三
好
市

那

賀
町

牟
岐
町

美
波
町

海
陽
町

初
校



四
十
六

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の（
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
わ
た
る
農
地
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

1

法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
（
法
第
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
農
林
水

産
大
臣
と
の
協
議
及
び
同
意
並
び
に
農
業
委
員
会
の
意
見
の
聴
取
（
四
十
三
の
項
1
及
び
2
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の

に
限
る
。）
並
び
に
法
第
十
六
条
の
二
第
九
項
（
法
第
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定

に
よ
る
通
知
の
受
理
（
当
該
同
意
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

2

法
第
十
六
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
理
（
1
の
同
意
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

阿
南
市

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
食
料
の
安
定
供
給
の
た
め
の
農
地
の
確
保
及
び
そ
の
有
効
な
利
用
を
図
る
た
め
の
農
業
振
興
地

域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
条
例
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
同
じ
。）
の
施
行
の
日
前
に
改
正
後
の
徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
法
令
若
し
く
は
条
例
若
し
く
は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の

際
現
に
当
該
事
務
に
係
る
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
長

が
管
理
し
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
当
該
事
務
に
係
る
法
令
等
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
の
し
た
処
分

そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市
町
村
の
長
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

初
校
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